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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

011 026.5
市医26

医療法人　三和会　国
吉病院

106〒780-0901
高知市上町１丁目３－４

一般病棟入院基本料
　　　（一般入院）第33号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
　　　　　病棟種別:一般
　　　　　病棟数:1棟
　　　　　病床数:57床
　　　　　区分:急性期一般入院料５
　　　　　様式１０の６・９０日を超えて入院する患者の算定:有

011 038.0
市医38

医療法人　岡村会　岡
村病院

138〒780-0041
高知市入明町１番５号

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第377号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

011 041.4
市医41

医療法人　尚志会　愛
幸病院

226〒780-0041
高知市入明町１４番２号

精神病棟入院基本料
　　　（精神入院）第175号 　　　　　　　　算定開始年月日：平成24年 4月 1日
　　　　　病棟種別:精神
　　　　　病棟数:3棟
　　　　　病床数:164床
　　　　　区分:１５対１入院基本料
看護配置加算
　　　（看配）第254号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：平成29年12月 1日
　　　　　病棟種別:精神
　　　　　病棟数:3棟
　　　　　病床数:164床
　　　　　基本料区分:精神入院
看護補助加算
　　　（看補）第175号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 6年 9月 1日
　　　　　看護補助体制充実加算:看護補助体制充実加算１
　　　　　病棟種別:精神
　　　　　病棟数:3
　　　　　病床数:164
　　　　　基本料区分:精神入院
　　　　　看護補助加算:看護補助加算１

011 056.2
市医56

医療法人　野並会　高
知病院

124〒780-0054
高知市相生町１番３５号

薬剤管理指導料
　　　（薬）第175号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

011 284.0
市医284

医療法人　新松田会　
愛宕病院

418〒780-0051
高知市愛宕町１丁目１－
１３

一般病棟入院基本料
　　　（一般入院）第155号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 6年10月 1日
　　　　　病棟種別:一般
　　　　　病棟数:5棟
　　　　　病床数:220床
　　　　　区分:急性期一般入院料４
　　　　　様式１０の６・９０日を超えて入院する患者の算定:有
看護補助加算
　　　（看補）第289号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
　　　　　病棟種別:精神
　　　　　病棟数:1
　　　　　病床数:70
　　　　　基本料区分:精神入院
　　　　　看護補助加算:看護補助加算２
回復期リハビリテーション病棟入院料３
　　　（回３）第7号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 6年10月 1日
　　　　　休日リハビリテーション提供体制加算:有

011 561.1
市医561

医療法人　おくら会　
藤戸病院

80〒780-0901
高知市上町１丁目４－２
４

診療録管理体制加算３
　　　（診療録３）第117号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

011 752.6
市医752

高知高須病院 63〒781-5103
高知市大津乙２７０５－
１

後発医薬品使用体制加算３
　　　（後発使３）第58号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
療養・就労両立支援指導料の注３に規定する相談支援加算
　　　（両立支援）第5号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

011 864.9
市医864

医療法人そらのいろ　
あおぞら診療所高知潮
江

〒780-8019
高知市北竹島町５番１０
号

別添１の「第９」の２の(３)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
　　　（在緩診実）第8号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

021 043.8
室医43

医療法人　若水会　む
ろとぴあ医院

〒781-7103
室戸市浮津６０－１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第376号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

041 117.6
南医117

ＨＥＩＷＡ　ＭＥＤ　
ＣＬＩＮＩＣ

〒783-0004
南国市大そね甲１２０３
－５

機能強化加算
　　　（機能強化）第147号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

051 019.1
佐医19

医療法人白菊会　白菊
園病院

187〒781-1154
土佐市新居萩の里１

入退院支援加算
　　　（入退支）第97号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
　　　　　入退院支援加算の区分:入退院支援加算１
　　　　　地域連携診療計画加算:有

071 063.5
四万医63

医療法人佐々木会　佐
々木整形外科医院

〒787-0025
四万十市中村一条通５丁
目７９－２

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）
　　　（運Ⅰ）第162号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
　　　　　初期加算及び急性期リハビリテーション加算届出:有

071 124.5
四万医124

四万十ぴよこどもクリ
ニック

〒787-0023
四万十市中村東町１丁目
１－２７四万十市民病院
内　西病棟　１階

情報通信機器を用いた診療に係る基準
　　　（情報通信）第77号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
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091 021.9
宿医21

社会医療法人長生会　
大井田病院

50〒788-0001
宿毛市中央８丁目３－６

感染対策向上加算２
　　　（感染対策２）第15号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
　　　　　届出を行う加算:連携強化加算
　　　　　届出を行う加算:サーベイランス強化加算

201 060.4
(203 504.5)
安医60

馬路村立馬路診療所 〒781-6201
安芸郡馬路村大字馬路４
０５－１

看護師等遠隔診療補助加算
　　　（看遠診）第3号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

201 066.1
安医66

魚梁瀬診療所 〒781-6202
安芸郡馬路村大字魚梁瀬
１０－１１

情報通信機器を用いた診療に係る基準
　　　（情報通信）第78号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
看護師等遠隔診療補助加算
　　　（看遠診）第4号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

221 001.4
長医1

本山町立国保嶺北中央
病院

89〒781-3601
長岡郡本山町本山６２０

療養環境加算
　　　（療）第61号　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：平成24年 5月 1日
　　　　　病棟数:1
　　　　　病床数:28
　　　　　病室の総面積：302.4㎡
　　　　　１床当たり病床面積：10.8㎡
看護職員処遇改善評価料３３
　　　（看処遇３３）第5号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

221 063.4
(223 001.8)
長医63

医療法人　大博悠会　
大杉中央病院

60〒789-0315
長岡郡大豊町中村大王１
４９７－１

ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
　　　（Ｃ・Ｍ）第118号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
　　　　　撮影に使用する機器：ＭＲＩ（１．５テスラ以上３テスラ未満）
　　　　　撮影に使用する機器：１６列以上６４列未満のマルチスライスＣＴ

801 001.2
(803 001.6)
市医1

独立行政法人国立病院
機構高知病院

424〒780-8507
高知市朝倉西町１丁目２
番２５号

急性期看護補助体制加算
　　　（急性看補）第23号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
　　　　　看護補助体制充実加算:看護補助体制充実加算２
　　　　　急性期看護補助体制加算の届出区分:25対１（看護補助者５割以上）

801 052.5
(803 459.6)
南医52

高知大学医学部附属病
院

613〒783-8505
南国市岡豊町小蓮１８５
番地１

急性期看護補助体制加算
　　　（急性看補）第25号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
　　　　　夜間看護体制加算:有
　　　　　看護補助体制充実加算:看護補助体制充実加算１
　　　　　急性期看護補助体制加算の届出区分:50対１
　　　　　夜間急性期看護補助体制加算の届出区分:夜間100対１
二次性骨折予防継続管理料３
　　　（二骨継３）第55号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
麻酔管理料（Ⅰ）
　　　（麻管Ⅰ）第1号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：平成 8年 4月 1日


